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総勢 78 名が参加しました。第 2 部の「ジョイントコンサート」はいかがでしたでしょうか。7

月の理事会（7/19予定）に皆さんの感想をお寄せ下さい。 

平成 19年度はみんなで力を合わせて「手帳 2級まで医療費全科無料」を実現しました。平成 20年

度は「名古屋市の障害者福祉行政から精神障害者に対する障害間格差を一掃する」ために全力を挙

げることになりました。 

 

 

8 月から実施される医療費全科無料の周知策と精神障害者に対する障害間格差問題について市側

に懇談の場を申入れ設定されました。市側から 2名、名家連からは常多、小山、木全、堀場が出席

しました。 

（１）名古屋市の医療費助成の周知計画についてお知らせします 

【 障害者医療費助成（精神障害者保健福祉手帳 2級所持者）の流れ（予定） 】 

 

６月 

上旬 

中旬 ～ 

中旬 

* 「広報なごや」に記事掲載 

* 対象者に通知 

* 申請受付開始（郵送による） 

（住民票のある「区」の保険年金課、または支所） 

７月 下旬 * 障害者医療証郵送 

８月 １日 ～ * 障害者医療費助成開始 

※ ８月１日以降の申請については、申請日の１日から適用になります。 

※ 医療証の期限は１年、自動更新。（診断書不要、毎年８月に新しい医療証が郵送される） 

（２）障害者福祉施策（「障害者福祉のしおり」）の格差事項について 

名古屋市の障害者福祉施策（健康福祉局の「障害者福祉のしおり」）の中で精神障害者を適用対

象から除外している格差事項（4月の理事会で配布）全てについて率直な意見交換を行いました。 

懇談会の詳細及び今後の進め方については 6月 13日の第 2回役員会を経てお知らせ致します。 

 

 

◆ 日時 ６月７日（土）午前 10時半～ 

◆ 場所 刈谷市産業振興センター 

愛家連大会に参加し、愛家連の活動強化と組織強化の 

ために積極的に発言し、行動提起しましょう。 


